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（１）都市計画マスタープラン策定の背景と目的 

都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に基づく「市町村の都市計画に関する基

本的な方針」として位置付けられた計画であり、旧佐賀市では平成１６年３月、旧諸富町では平

成１５年３月、旧大和町では平成１４年９月にそれぞれ策定されていました。その後、平成１７年

10 月１日の佐賀市、諸富町、大和町、富士町、三瀬村の１市３町１村の合併に伴い、平成１９年３

月に新たに佐賀市都市計画マスタープランを策定、さらに平成１９年１０月１日に川副町、東与

賀町、久保田町と合併したことを踏まえ、平成２２年３月に改訂し、将来像の実現に向けてまちづ

くりを進めてきました。 

この間、土地区画整理事業や工業団地開発などの都市基盤整備、中央大通りの再生に向け

た施策の推進、ＳＡＧＡサンライズパークの完成と合わせた市道三溝線の道路空間の再編や佐

賀駅前交流広場の整備のほか、有明海沿岸道路や佐賀唐津道路の整備が進むなど、都市計

画に関する様々な事業を推進しており、今後はこうした成果を生かした都市づくりを進めていくこ

とが必要となっています。 

一方、改訂から一定期間が経過し、人口減少や少子高齢化の更なる進行に対応したコンパク

トな都市構造の形成、ウォーカブルなまちづくりの推進、激甚化・頻発化する災害への対応、脱炭

素社会の実現など、都市づくりに求められる社会情勢も大きく変化しています。 

そうしたことを背景として、本市では、これまでのまちづくりの成果や社会情勢の変化を踏まえ、

みんなに愛される「佐賀らしさ」あふれるまちの実現に向けた取組をより一層推進するための新

たな都市計画マスタープランを策定しました。 

 

（２）都市計画マスタープランの役割 

■まちの将来像の提示 
まちの将来像を示し、市民や地域、市民活動団体、事業者、行政などの多様な主体が共有

するまちづくりの目標を設定します。 

■都市計画決定の方針 
まちづくりを進めるにあたっての都市計画の見直し、計画の具体的な方針を示します。 

■都市計画の総合性・一体性の確保 
土地利用、都市施設、市街地開発事業などの都市計画相互の関係を調整し、都市全体と

して総合的かつ一体的な都市づくりを進めます。 

■市民の都市計画に対する理解や合意形成の円滑化のための指針 
市民などがまちづくりの課題や方向性について合意し、具体の都市計画の決定、実現が円

滑に進むよう指針を示します。 
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都市計画マスタープランの策定にあたって 序章 

本計画は、上位計画である「第３次佐賀市総合計画」「佐賀都市計画区域マスタープラン」を

踏まえ、本市における都市の将来像や土地利用の基本方針、都市施設（道路、公園、下水道等）

の整備方針などを明らかにする都市計画の基本的な指針となるものです。 

〈佐賀県が策定〉 〈佐賀市が策定〉 

都市計画区域

佐賀県の都市計画に 
関する基本方針

市
民
意
向

都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針 

佐賀都市計画区域 

マスタープラン
（都市計画法第６条の２） 

反映 

反映 

佐賀市都市計画マスタープラン 
（都市計画法第１８条の２） 

市街化区域

第３次佐賀市総合計画 

佐賀市立地適正化計画 
（都市再生特別措置法第８１条） 

関連計画 
〇佐賀市地域公共交通計画 

〇佐賀市景観計画 

〇佐賀市中心市街地活性化基本計画 

など 

整合・連携 

都市計画の決定・変更 
〇土地利用（用途地域、地区計画等） 

〇都市施設（道路、公園、下水道等） 

〇市街地開発事業

など 

即す 

高度化版 

即す 

即す 

即す 
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本計画は都市計画区域を対象とします。ただし、上位計画に基づき、市全域での一体的なま

ちづくりを進めるため、対象区域に加えて、都市計画区域外を含めた方針を示します。 

福岡市 糸島市 

神埼市 

小城市 

唐津市 

都市計画区域 

三瀬 
地域拠点 

富士 
地域拠点 

大和 
地域拠点 

久保田 
地域拠点 

東与賀 
地域拠点 

川副 
地域拠点 

諸富 
地域拠点 

中心拠点 
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都市計画マスタープランの策定にあたって 序章 

都市計画マスタープランは、都市計画の基本的な指針としての役割から長期的視点に立って

策定する必要があるため、おおむね２０年後を見据えたまちづくりの方針を示すものです。 

本市では、上位計画である第３次佐賀市総合計画と合わせて、令和２２年（２０４０年）を目標

年次とします。 

なお、上位計画の見直しや社会情勢に大きな変化が生じた場合は、必要に応じて見直しを図

っていきます。 
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都市づくりの課題 
「第１章 市民意向調査」等を踏まえ、本市における都市づくりの課題を示します。 

第２章 

都市計画マスタープランの策定にあたって 
計画策定の背景や目的、役割、位置付け、目標年次を示します。 

序章 

市民意向調査 
市民アンケートの結果からみる市民意向を示します。 

第１章 

全体構想 

都市計画の基本理念 

第３次佐賀市総合計画で掲げる将来像の実現に向けた都市計画の基本理念

を示します。 

都市づくりの基本方針 

都市計画の基本理念を具体化するための都市づくりの基本方針を示します。 

都市づくりの目標 

都市づくりの基本方針に基づく具体的な行動指針として、都市づくりの目標を

示します。 

将来都市構造 

都市づくりの基本方針や目標を実現するため、将来の本市を形づくる都市構

造とその構成要素を示します。 

第３章 

 

 

 

 

ゾーン・拠点別方針 
将来都市構造で示したゾーンに基づき、各地域の特色を踏まえた都市づくりの方針 

を示します。 

第４章 

分野別方針 
「第３章 全体構想」の実現に向け、都市計画に関する主要な各分野について都市づ 

くりの方針を示します。 

第５章 

実現に向けて 
本計画の実現に向けて、まちづくり手法の活用方策や推進体制を示します。 

第６章 

佐賀市の現況 
人口や産業、土地利用など本市の現況を示します。 
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